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	 第 1 節	 	総論

1 文化芸術振興の意義
我が国は，諸外国を魅了する有形・無形の文化財を有しているとともに，日本人には地域

に根付いた祭りや踊りに参加する伝統があります。また，我が国では，多様な文化芸術活動
が行われるとともに，日常においても，稽

けい

古事や趣味などを通して様々な文化芸術体験が盛
んに行われてきました。

こうした日本の文化財や伝統等は，世界に誇るべきものであり，これを維持，継承，発展
させることはもとより，日本人自身がその価値を十分に認識した上で，国内外への発信を，
更に強化していく必要があります。

また，経済成長のみを追求するのではない，成熟社会に適合した新たな社会モデルを構築
していくことが求められている中，教育，福祉，まちづくり，観光・産業等幅広い分野との
関連性を意識しながら，それら周辺領域への波及効果を視野に入れた文化芸術振興施策の展
開がより一層求められています。

他方で，人口減少社会が到来し，特に地方においては過疎化や少子高齢化等の影響，都市
部においても単身世帯の増加等の影響により，地域コミュニティの衰退と文化芸術の担い手
不足が指摘されています。また，昨今の経済情勢や，厳しさを増す地方の財政状況などから
も，地域の文化芸術を支える基盤の脆

ぜい

弱化に対する危機感が広がっています。文化芸術が生
み出す社会への波及効果を，こうした諸課題の改善や解決につなげることも，求められてい
ます。

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会は，我が国の文化財や伝統等の価値
を世界へ発信するとともに，文化芸術が生み出す社会への波及効果を生かして，諸課題を乗
り越え，成熟社会に適合した新たな社会モデルの構築につなげていくまたとない機会です。

我が国は，このような認識の下，文化芸術の振興を国の政策の根幹に据え，「文化芸術立
国」を目指して，文化芸術の振興に取り組んでいます。

2 文化芸術振興基本法成立後の文化芸術振興施策の展開
平成13年，文化芸術全般にわたる法律として「文化芸術振興基本法」が制定されました。

この法律は，文化芸術に関する活動を行う人々の自主的な活動を推進することを基本としな
がら，文化芸術振興に関する施策の総合的な推進を図り，心豊かな国民生活と活力ある社会
の実現に貢献することを目的としています。
「文化芸術振興基本法」に基づき，政府は，文化芸術振興に関する施策の総合的な推進を

図るため，おおむね 5 年に 1 度「文化芸術の振興に関する基本的な方針」（以下，「基本方針」
という。）を策定し，この基本方針に基づき「文化芸術立国」を目指して文化芸術の振興に
取り組んでいます。

我が国の文化芸術をめぐる状況を見てみると，内閣府「国民生活に関する世論調査」によ
れば，「物質的にある程度豊かになったので，これからは心の豊かさやゆとりのある生活を
することに重きをおきたい」と考える国民の割合はおおむね増加傾向にあり，平成26年度
では約 6 割となっています（図表 1-1-1）。

また，内閣府「文化に関する世論調査」（平成21年11月）によれば，日常生活の中で，優
れた文化芸術体験をしたり，自ら文化芸術活動を行ったりすることを「非常に大切」「ある
程度大切」と考える国民は，約 9 割となっています（図表 1-1-2）。
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	図表 1-1-1 	 人々の求める豊かさ

心の豊かさ

物の豊かさ

（注）心の豊かさ→物質的にある程度豊かになったので，これ
からは心の豊かさやゆとりのある生活をす
ることに重きをおきたい

物の豊かさ→まだまだ物質的な面で生活を豊かにするこ
とに重きをおきたい

（出典）内閣府「国民生活に関する世論調査」
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	図表 1-1-2	
	日常生活における文化芸術の	
体験・活動の重要性
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（出典）内閣府「文化に関する世論調査」（平成21年11月）

文化芸術振興のために国に力を入れてほしい事項として，約 5 割の国民が「子供たちの文
化芸術体験の充実」を挙げています。それに次いで，約 4 割の国民が「文化芸術を支える人
材の育成」，「文化財の維持管理に対する支援」を挙げています（図表 1-1-3）。

こうした文化芸術の持つ重要性を考慮し，政府としては，今後とも文化芸術の振興に努め
ていくこととしています。

	図表 1-1-3 	 文化芸術振興のために国に力を入れてほしい項目
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文化振興のための寄附に対する控除など，納税の際の優遇措置

音楽祭，演劇祭，映画祭などの文化的行事の開催
国立博物館・美術館など国を代表する文化施設の整備・充実

日本文化の発信や国際文化交流の推進
世界に通用する高い水準の舞台芸術・伝統芸能等への支援

文化財の維持管理に対する支援
文化芸術を支える人材の育成

子どもたちの文化芸術体験の充実

（複数回答）

（出典）内閣府「文化に関する世論調査」（平成21年11月）

	 第 2 節	 	第 4次「文化芸術の振興に関する	
基本的な方針」の策定

政府は，これまで「第 1 次基本方針」（平成14年12月閣議決定），「第 2 次基本方針」（19
年 2 月閣議決定），「第 3 次基本方針」（23年 2 月閣議決定）を策定し，各基本方針に基づき，
文化振興に取り組んできました。

一方で，第 3 次基本方針策定後，東日本大震災の発生（平成23年 3 月）や，2020年東京
オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定（25年 9 月），地方創生に向けた取組の
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一層の推進等，我が国を取り巻く諸情勢の変化がありました。これらの変化を踏まえつつ，
平成32年（2020年）を見据えた文化芸術振興のための基本的な施策の在り方を定めるため
に， 26年 3 月，下村文部科学大臣から文化審議会に対し「第 4 次基本方針」の策定に向けた
諮問が行われました。その後，約 1 年間にわたって，同審議会における審議や文化芸術団体
等からのヒアリングを行い，答申案についての国民からの意見募集なども実施し，27年 4
月16日に答申が取りまとめられました。本答申に基づき，27年 5 月22日に「文化芸術の振
興に関する基本的な方針」（第 4 次基本方針）が閣議決定されました（図表 1-1-4）。

1 我が国が目指す「文化芸術立国」の姿
第 4 次基本方針は，対象期間を平成32年度（2020年度）までの 6 年間としており，この

期間を通じて我が国が目指す「文化芸術立国」の姿を初めて明示しました。

我が国が目指す「文化芸術立国」の姿

（1）子供から高齢者まで，あらゆる人々が我が国の様々な場で，創作活動へ参加，鑑
賞体験できる機会等を，国や地方公共団体はもとより，芸術家，文化芸術団体，
NPO，企業等様々な民間主体が提供している。

（2）全国の地方公共団体，多くの文化芸術団体，文化施設，芸術家等の関係者により，
世界に誇る日本各地の文化力を生かしながら，2020年東京大会を契機とする文化プ
ログラムの全国展開等がなされている。

（3）日本全国津々浦々から，世界中に各地の文化芸術の魅力が発信されている。東日
本大震災の被災地からは，力強く復興している姿を，地域の文化芸術の魅力と一体
となって，国内外へ発信している。

（4）2020年東京大会を契機とする文化プログラムの全国展開等に伴い，国内外の多く
の人々が，それらに生き生きと参画しているとともに，文化芸術に従事する者が安
心して，希望を持ちながら働いている。そして，文化芸術関係の新たな雇用や，産
業が現在よりも大幅に創出されている。

2 社会を挙げての文化芸術振興
昨今，国内外の諸情勢は急速な変化を続け，文化芸術を取り巻く情勢にも大きな影響を与

えており，社会を挙げての文化芸術振興が必要とされているところです。

（1）文化芸術を取り巻く諸情勢の変化を踏まえた対応
①地方創生

人口減少社会が到来し，特に地方においては過疎化や少子高齢化等の影響，都市部におい
ても単身世帯の増加等の影響により，地域コミュニティの衰退と文化芸術の担い手不足が指
摘されています。そこで，文化芸術，町並み，地域の歴史等を地域資源として戦略的に活用
し，地域の特色に応じた優れた取組を展開することで交流人口の増加や移住につなげるな
ど，地域の活性化を図る新しい動きを支援し，文化芸術を起爆剤とする地方創生の実現を図
るとともに，2020年に向け，文化芸術を目的に訪日する外国人を大幅に増加させることが
必要です。
②2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会は，これを文化の祭典としても成功
させることにより，我が国の文化や魅力を世界に示すとともに，文化芸術を通じて世界に大
きく貢献するまたとない機会であり，文化芸術の振興にとって大きなチャンスです。ロンド
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ン大会（2012年）の例では，大会の 4 年前である2008年から，英国のあらゆる地域で，音
楽，演劇，ダンス，美術，映画，ファッション等の多角的な文化や魅力を紹介する文化プロ
グラムが実施されました。日本も，これらの例に学んで，2020年東京大会の開催効果を東
京のみならず広く全国に波及させるため，文化プログラム等の機会を活用して，全国の自治
体や芸術家等との連携の下，地域の文化を体験してもらうための取組を全国各地で実施する
ことにしています。また，リオ・デ・ジャネイロ大会（2016年）の終了後に，オリンピッ
ク・パラリンピック・ムーブメントを国際的に高めるためのキック・オフ・イベントとし
て，スポーツ・文化・ワールド・フォーラムを開催します＊1。
③東日本大震災

大震災の被災地は，人口減少・高齢化・産業の空洞化など，今の日本が抱える課題が顕著
です。一方，大震災を契機に文化芸術の果たす役割の重要性が改めて認識されました。この
ため，従前の状態に復旧するのではなく，復興を契機にこれらの課題を解決し，我が国や世
界のモデルとなる「創造と可能性の地」としての「新しい東北」を創造することが期待され
ています。2020年東京大会観戦を目的とした訪日外国人が，力強く復興している東北地方
を訪問し，地域の文化芸術の魅力と一体となった復興の姿を体験してもらう機会を提供する
など，復興支援を進めます。

（2）成果目標と成果指標
第 4 次基本方針においては，成果目標と成果指標を初めて明示しました。

＊1 参照：第 1 部特集 2 第 4 節コラム

＜2020年までの成果目標・成果指標＞
成果目標：国民の誇りとして「文化・芸術」が広く挙げられている。
【成果指標】
約 6 割の国民が日本の誇りとして「文化・芸術」を挙げることを目指す。
・我が国の誇りとして，「すぐれた文化や芸術」と回答した国民の割合は50.5％。 
（内閣府「社会意識に関する世論調査〔2014年 1 月〕」）

成果目標：地域の文化的環境に対して満足する国民の割合が上昇している。
【成果指標】
約 6 割の国民が地域の文化的環境に満足すると回答することを目指す。
・住んでいる地域の文化的環境（鑑賞機会，創作・参加機会，文化財や伝統的まち

なみの保存・整備等）に対して満足していると回答した国民の割合は，52.1％。
（内閣府「文化に関する世論調査」〔2009年11月〕）

成果目標：寄附文化が醸成されている。
【成果指標】
国民の寄付活動を行う割合が倍増（約20％）することを目指す。
・過去 1 年間に文化芸術活動に関する寄付を行った割合は9.1％。（内閣府「文化に

関する世論調査」〔2009年11月〕）

成果目標：文化芸術の鑑賞活動や創作活動等が広がっている。
【成果指標】

鑑賞活動をする者の割合が約80％まで上昇，鑑賞以外の文化芸術活動をする者の割
合が約40％まで増加することを目指す。
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3 文化芸術振興に関する重点施策
本基本方針では，諸外国の状況も勘案しつつ，文化芸術活動を支える環境を充実させ，国

家戦略として「文化芸術立国」を実現するため，以下の五つの重点戦略を強力に進めること
にしています。

重点戦略 1：文化芸術活動に対する効果的な支援
我が国の文化芸術水準の向上を図り，その成果を広く国民が享受できる環境を整備します。
＜重点的に取り組むべき主な施策＞
・ 芸術の水準向上に直接的な牽

けん

引力となる創造活動に重点的な支援を行うなど，我が国の
顔として世界に誇れる文化芸術の創造支援

・ 従来の文化芸術活動における各分野の対象領域を超えて，日本と海外との多様な芸術交
流により新たな舞台等の創造を推進するなど，分野の特性に配慮しつつ，戦略的かつ工
夫を凝らした方法による創造活動の推進と，新たに創造された舞台等作品の国内外への
発信　等

重点戦略 2： 文化芸術を創造し，支える人材の充実及び子供や若者を対象とした文化芸術振
興策の充実

文化芸術を創造し，支える人材の育成・充実を図り，もって我が国の文化芸術の永続的な
継承・発展を図ります。また，全ての子供や若者が，学校や地域において本物の文化芸術に
触れ，豊かな感性や創造性，コミュニケーション能力を育む機会を充実することにより，次
代の文化芸術の担い手や鑑賞者を育むとともに，心豊かな子供や若者の育成を図ります。

＜重点的に取り組むべき主な施策＞
・ 子供たちのコミュニケーション能力の育成に資する文化芸術に関する体験型ワーク

ショップをはじめ，学校における芸術教育の充実
・ 雇用の増大を図ることも念頭に置いた，文化芸術活動や施設の運営を支える専門人材の

育成・活用　等

重点戦略 3：文化芸術の次世代への確実な継承，地域振興等への活用
国民的財産である文化財の総合的な保存・活用を図るとともに，文化芸術を次世代へ確実

に継承します。また，文化芸術の地域振興，観光・産業振興等への活用を図ります。

・ホール，劇場，美術館及び博物館等で直近 1 年間に鑑賞活動をしたことがある者
は，62.8％。（内閣府「文化に関する世論調査」〔2009年11月〕）

・直近 1 年間に，鑑賞を除く文化芸術活動をしたことがある者の割合は23.7％。（内
閣府「文化に関する世論調査」〔2009年11月〕）

成果目標：世界の人々が日本文化の魅力を求めて訪日したり，情報にアクセスしたり
する状況を創り出す。
【成果指標】
①訪日外国人旅行者数2,000万人を目指す。
② 海外発信サイト（文化遺産オンライン）への訪問回数が200万回/年となることを

目指す。（平成23年度現在で101万回）
③ 日本の魅力を地域から発信する役目を果たす外国人を増やすため，在留外国人のうち，

日本語学習者の割合を10％（現在の約1.5倍）とすることを目指す。（2012年は 7％）
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＜重点的に取り組むべき主な施策＞
・ 文化財の特性や適切な保存に配慮しつつ，多様な手法を用いて積極的な公開・活用を行

い，広く国民が文化財に親しむ機会の充実と，文化財建造物，史跡，博物館や伝統芸能
等の各地に所在する有形・無形の文化芸術資源を，その価値の適切な継承にも配慮しつ
つ，地域振興，観光・産業振興等に活用するための取組の推進

・ 「日本遺産（Japan Heritage）」認定の仕組みを新たに創設し，歴史的魅力に溢れた文化
財群を地域主体で国内外に戦略的に発信するなど，地域の複数の文化財を総合的かつ一
体として活用する取組の支援

日本遺産「日本茶800年の歴史散歩」構成文化財
「宇治茶の郷　和束の茶畑」

日本遺産「加賀前田家ゆかりの町民文化が
花咲くまち高岡―人，技，心―」構成文化財

「山町筋を巡行する高岡御車山」

・ 地方公共団体等との連携による，我が国の文化遺産のユネスコ世界文化遺産やユネスコ
無形文化遺産への推薦・登録の積極的な推進，登録後の文化遺産の適切な保存・活用・
継承等への取組　等

重点戦略 4：国内外の文化的多様性や相互理解の促進
伝統文化から現代の文化芸術活動に至る我が国の多彩な文化芸術を積極的に海外発信する

とともに，文化芸術各分野における国際文化交流を推進することにより，文化芸術水準の向上
を図るとともに，我が国に対するイメージの向上や諸外国との相互理解の促進に貢献します。

＜重点的に取り組むべき主な施策＞
・ 舞台芸術，美術品等の海外公演・出展，国際共同制作等への支援の充実と，各専門分野

の芸術家，文化人等による海外での講演，実演等，世界の人々の日本文化への理解の深
化につながる活動の展開

・ 文化発信・交流の拠点として，美術館や博物館，劇場，音楽堂等，大学の活動・内容の
充実

・ 各種文化芸術資源を継承し，次代の文化芸術創造の基盤となる知的インフラを構築する
ため，文化芸術（映画，舞台芸術，アニメ，マンガ，ゲーム，デザイン，写真，建築，
文化財等）の収集・保存及びデジタルアーカイブ化等の促進や分野横断的整備の検討，
我が国のメディア芸術を広く海外に発信　等

重点戦略 5：文化芸術振興のための体制の整備
重点戦略 1 から重点戦略 4 までに掲げた各施策を着実に講じていく文化振興のための施

設・組織等の体制の整備を行います。
＜重点的に取り組むべき主な施策＞
・ 国立の美術館，博物館や劇場の機能の充実と仕組みの整備
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・ 『アイヌ文化の復興等を促進するための「民族共生の象徴となる空間」の整備及び管理
運営に関する基本方針』（平成26年 6 月13日閣議決定）に基づく取組の推進

政府としては，本基本方針に基づき，我が国の文化芸術が振興されることにより，文化芸
術資源で未来をつくり，上記で掲げた文化芸術の姿を創出していくための国家戦略となるこ
とを目指しています。
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	図表 1-1-4	
	文化芸術の振興に関する基本的な方針―文化芸術資源で未来をつくる―	
（第４次基本方針）ポイント

＜今回の改訂のポイント＞
●　対象期間を，2020年度までのおおむね6年間（平成27年度～平成32年度）
●　第3次方針策定時（平成23年2月）以後の諸情勢の変化を踏まえた文化政策の方針を明示
　　（地方創生，2020年東京大会，東日本大震災等）
●　我が国が目指す「文化芸術立国」の姿を明示

【我が国が目指す文化芸術立国の姿】
　✔あらゆる人々が全国様々な場で創作活動への参加，鑑賞体験ができる機会の提供
　✔2020年東京大会を契機とする文化プログラムの全国展開
　✔被災地からは復興の姿を，地域の文化芸術の魅力と一体となり国内外へ発信
　✔文化芸術関係の新たな雇用や産業が現在よりも大幅に創出

●　「文化芸術立国」の実現のための成果目標と成果指標を提示

第1　社会を挙げての文化芸術振興

✔地方創生 ：文化芸術， 町並み等を地域資源として戦略的に活用し， 地方創生の起爆剤に！
✔2020年東京大会 ： 全国津々浦々で， あらゆる主体が 『文化プログラム』 を展開， 多くの人々が参画
→2016年リオ大会後， オリンピック ・ ムーブメントを国際的に高める取組を実施し， 機運の醸成

✔東日本大震災からの復興 ： 文化芸術の魅力で， 国内や世界のモデルとなる 『新しい東北』 の創造
✔文化芸術への公的支援を， 戦略的投資と位置付け， 文化芸術振興への支援を重点化

【成果目標・成果指標】
　日本の誇りとして「文化芸術」を挙げる国民の割合 （2014年1月：50.5％→　2020年に約6割へ）
　地域の文化的環境に対して満足する国民の割合 （2009年11月：52.1％→ 2020年に約6割へ）
　寄付活動を行う国民の割合 （2009年11月：9.1％　→ 2020年に倍増へ）
　鑑賞活動をする国民の割合 （2009年11月：62.8％→ 2020年に約8割へ）
　文化芸術活動をする国民の割合 （2009年11月：23.7％→ 2020年に約4割へ）
　訪日外国人旅行者数 （2014年：1,341万4千人→ 2020年に2000万人へ）

第2　文化芸術振興に関する重点施策

重点戦略1：文化芸術活動に対する効果的な支援
✔芸術の水準向上に直接的な牽（けん）引力となる創造活動に重点的な支援を行うなど， 我が国の顔として世界に誇れる文化芸
　 術の創造を支援
✔日本と海外との多様な芸術交流など， 分野の特性に配慮しつつ， 戦略的かつ工夫を凝らした創造活動の推進
✔地域の多様な主体による文化政策の立案
✔国内外の芸術家を積極的に地域へ受け入れる取組への支援
✔文化芸術創造都市の全国的ネットワークの充実 ・強化， 観光 ・産業振興との連携
✔日本版アーツカウンシル
✔障害者の芸術活動の振興
✔衣食住に係る文化をはじめ 「くらしの文化」 の振興
✔全国の公演や文化芸術イベント等の情報発信
✔2020年東京大会を見据えたファンドへの協力要請， 民間企業等の活動の促進

文化芸術振興のための五つの重点戦略を定める。

重点戦略5：文化芸術振興のための体制の整備
✔国立の美術館， 博物館や劇場の機能の充実
✔『アイヌ文化の復興等を促進するための 「民族共生の象徴となる空間」 の整備及び管理運営に関する基本方針』 に基づく取組の推進
✔文化政策の形成に寄与する基礎的なデータの収集や各種調査研究
✔デジタル ・ ネットワーク社会に対応した著作権制度等の整備

第3　文化芸術振興に関する基本的施策

1　文化芸術各分野の振興 2　地域における文化芸術振興 3　国際交流等の推進
4　芸術家等の養成及び確保等 5　国語の正しい理解 6　日本語教育の普及及び充実
7　著作権等の保護及び利用 8　国民の文化芸術活動の充実 9　文化芸術拠点の充実等 10　その他の基盤の整備等

文化芸術振興基本法に定める文化芸術振興の基本理念に基づき，以下の事項ごとに具体的施策を定める。

重点戦略4：国内外の文化的多様性や相互理解の促進
✔日本の芸術作品や芸術家 ・文化人等の海外展開
✔国内外の国際的芸術イベントの充実
✔文化施設や大学における文化発信 ・ 交流の活動 ・内容の充実
✔デジタルアーカイブ化（映画，舞台芸術，アニメ，マンガ，ゲーム，デザイン，写真，建築，文化財等）の促進や
　分野横断的整備の検討，我が国のメディア芸術を広く海外に発信
✔日本各地の文化創造と国際的発信の拠点づくりの推進
✔文化施設等をユニークベニュー（＊1）として公開・活用し，MICE（＊2）の誘致や開催
　　（＊1）ユニークベニュー：歴史的建造物，文化施設や公的空間等で，会議・レセプションを開催することで特別感や地域特性を演出できる会場。
　　（＊2）MICE：Meeting（企業等のミーティング），Incentive（企業等の報奨・研修旅行），Convention（国際会議），
　　　　　　　　  Exbition/Event（展示会・イベント）の総称。
✔我が国の高度な文化遺産保護に係る知識 ・技術 ・経験を活用した国際協力の推進
✔東アジア文化都市の取組， 東アジアにおける若い世代の芸術家等の交流の推進
✔外国人に対する日本語教育の推進

重点戦略2：文化芸術を創造し，支える人材の充実及び子
供や若者を対象とした文化芸術振興策の充実
✔子供や若者の「創造力」と「想像力」の育成
✔学校における芸術教育の充実
✔雇用の増大を念頭に置き，文化芸術活動や
　施設の運営を支える専門人材育成・活用
✔指定管理者制度の理解の促進
✔伝統文化を支える技術・技能の伝承者に対
　する支援

重点戦略3：文化芸術の次世代への確実な継承，地域振興等への活用
✔文化財の適切な状態での保存 ・継承
✔文化財の積極的活用による，各地域の地域振興・観光振
　興等
✔「日本遺産（Japan Heritage）」認定の仕組みの新たな創設
✔歴史文化基本構想による地域の文化財の総合的な保存・活用
✔ユネスコの世界文化遺産や無形文化遺産への推薦・登録
　の積極的推進
✔水中文化遺産の保存・活用の在り方についての調査研究
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文化資産に関するデジタルアーカイブの取組について

我が国の文化や歴史等の理解に欠かすことのできない映画，舞台芸術，アニメ，マン
ガ，ゲーム，デザイン，写真，建築，文化財等の文化資産に係る情報のデジタルアーカ
イブを構築することは，我が国の多様な文化を保存・継承するとともに，国民が自ら活
動に参加し，新たな文化を創造していくための基盤を形成する意味で重要です。
このため，メディア芸術分野では，「メディア芸術データベース」として，マンガ，
アニメ，ゲーム，メディアアートの書誌情報のデータベースの構築等に取り組み，イン
ターネットで公開しています＊ 2。文化財分野では，「文化遺産オンライン」において，
国や地方の有形・無形の文化遺産に関する情報を集約することなどを目的として，全国
の博物館・美術館や関係団体，各自治体の協力を
得ながら，有形・無形を問わず良質で多様な文化
遺産の情報を収集し，インターネットで公開して
います＊ 3。
このほかの分野についても，歴史的・文化的価
値を持つ我が国の貴重な文化関係資料が散逸・消
失することのないよう，アーカイブの構築に向け
た資料の保存及び活用を図るための望ましい仕組
みの在り方について検討会を開催するとともに，
脚本，音楽関係資料等の所在情報を把握する等の
調査研究を行っています。調査研究の一部の成果
は，デジタル化し，国立国会図書館で公開してい
ます。
今後は，政府全体として，国立国会図書館等の
関係機関と連携しつつ分野横断的なデジタルアー
カイブの整備を検討しているところです。

No.

01

	 第 3 節	 	2020年東京オリンピック・パラリンピック	
競技大会開催に向けて実現する文化プログラム

1 オリンピック憲章における文化の位置付け等
（1）オリンピック憲章における文化の規定

オリンピック憲章では，スポーツと文化，教育の融合が挙げられています。オリンピック
憲章（2011年度版）には，オリンピズムの第 1 の根本原則として，「オリンピズムは，人生
哲学であり，肉体と意思と知性の資質を高めて融合させた，均衡のとれた総体としての人間
を目指すものである。スポーツを文化と教育と融合させることで，オリンピズムが求めるも
のは，努力のうちに見出される喜び，よい手本となる教育的価値，社会的責任，普遍的・基
本的・倫理的諸原則の尊重に基づいた生き方の創造である。」と規定されています。また，
第 5 章第39条には「OCOG（オリンピック競技大会組織委員会）は，短くともオリンピッ

＊2 参照：http://mediaarts-db.jp/
＊3 参照：http://bunka.nii.ac.jp/
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ク村の開村期間，複数の文化イベントのプログラムを計画しなければならない。このプログ
ラムは，IOC理事会に提出して事前の承認を得るものとする。」と規定されています。

（2）近代オリンピックにおける文化事業の実施
近代オリンピックにおいても，これまで約 1 世紀にわたり，芸術競技や芸術展示など，

様々な文化事業が実施されてきました。
【近代オリンピックにおける文化の扱い】
①文化的要素がない時代（第 1 回アテネから第 4 回ロンドン）〔1896～1908年〕
②芸術競技の時代（第 5 回ストックホルムから第14回ロンドン）〔1912～1948年〕
③芸術展示の時代（第15回ヘルシンキから第24回ソウル）〔1952～1988年〕
④文化プログラムの時代（第25回バルセロナから第30回ロンドン）〔1992～2012年〕

2012（平成24）年のロンドンオリンピック・パラリンピックにおいては，2008（平成20）
年の北京オリンピック・パラリンピック後，4 年間にわたり，イベント総数約18万件，参
加アーティスト数約 4 万人という，大規模な文化プログラムが実施されました。このように
近年の文化事業は，規模・質とともに，五輪開催期間を超えて，長期化・大規模化し，オリ
ンピックは，「スポーツと文化の祭典」となっています。

2 政府における文化プログラムの推進
我が国においても，2020（平成32）年に向けて，日本各地の文化資源を積極的に活用し，

関係省庁や全国の地方自治体，多くの芸術家等，関係者と共に，日本の文化によって，世界
の人々を魅了する文化イベント・各種取組を進めることとしています。そして，それらを一
過性のイベントで終わらせることなく，2020（平成32）年以降も，かけがえのない日本の
遺産（レガシー）として残し，我が国が，より一層文化芸術に立脚した国となるよう，文化
力の顕在化，基盤の強化を図ります。

東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催年を新たな成長に向かう契機の年とし
て，文化プログラムを日本全国津々浦々で行うことを目指すとともに，文化を通じた世界の
人々の往来や交流を生み出し，一人一人が互いを認め合う包容力のある社会，文化芸術によ
る魅力あふれる社会を実現することを目指しています。

こうした目標の実現を目指し，平成26年12月から，文化庁長官の下に「2020年に向けた
文化イベント等の在り方検討会」を開催し，魅力ある文化イベント等を全国展開するための
方策等について検討しています。

	 第 4 節	 	我が国の文化資源を活
い

かした	
地方創生と世界発信

1 文化芸術創造都市の推進
近年，美しい景観や地方公共団体固有の文化的環境を生かすことにより，住民の創造性を

育むとともに，新しい産業や街のにぎわいに結び付けることを目指す地方公共団体が増えて
きました。文化庁では，文化芸術の持つ創造性を活

い

かして，産業振興，地域活性化等を図る
「文化芸術創造都市」の取組を推進しています。例えば，都市政策の中心に文化政策を据え
る地方公共団体を応援するため，平成19年度に表彰制度を創設しました（図表 1-1-5）。

平成21年度からは，「文化芸術創造都市」に取り組む地方公共団体やその関係者を対象と
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し，情報収集・提供，研修の実施などを通じ
た国内の文化芸術創造都市ネットワークの構
築に取り組んでいます。また，25年 1 月に
は，国内の創造都市ネットワークの充実・強
化を図るため，各自治体等の連携により，

「創造都市ネットワーク日本（Creative City 
Network of Japan）」が設立されました。

文化庁として，このようなネットワーク組
織を支援するとともに，平成26年 4 月に，
全国各地域の文化芸術創造都市づくりの支援
を推進するために，地方公共団体等からの相
談機能を果たす「文化庁・文化芸術創造都市振興室」を京都市内に設け，文化芸術創造都市
の推進を図っています。

また，平成26年10月には，ネットワーク加盟自治体等が参加する「文化芸術創造都市自
治体サミット」において，2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契
機に，日本の文化的な景観や資産を活

い

かしたまちづくりを進め，芸術フェスティバルを積極
的に世界発信すること等を，登壇首長をはじめとした参加者一同で確認し，そのためのネッ
トワークの拡大が宣言されました。

このように，2020年に向けて，全国津々浦々で魅力ある文化プログラムを展開し，世界
中の人々を日本の文化で魅了するとともに，2020年以後に，文化芸術の創造性で持続的に
地域を活性化させるために，文化芸術創造都市が一つの核となることが期待されています。

	図表 1-1-5 	 長官表彰（文化芸術創造都市部門）受賞都市一覧

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

横浜市
（神奈川県）

札幌市
（北海道）

東川町
（北海道）

水戸市
（茨城県）

仙北市
（秋田県）

新潟市
（新潟県）

八戸市
（青森県）

美唄市
（北海道）

金沢市
（石川県）

豊島区
（東京都）

仙台市
（宮城県）

十日町市・津南町
（新潟県）

鶴岡市
（山形県）

大垣市
（岐阜県）

いわき市
（福島県）

松本市
（長野県）

近江八幡市
（滋賀県）

篠山市
（兵庫県）

中之条町
（群馬県）

南砺市
（富山県）

浜松市
（静岡県）

神山町
（徳島県）

千曲市
（長野県）

松山市
（愛媛県）

沖縄市
（沖縄県）

萩市
（山口県）

別府市
（大分県）

木曽町
（長野県）

舞鶴市
（京都府）

尾道市
（広島県）

内子町
（愛媛県）

神戸市
（兵庫県）

2 日本遺産の魅力発信
我が国の文化財行政は，これまで，文化財保護法に基づき，国宝，重要文化財，史跡名勝

天然記念物など文化財の類型ごとに指定等を行うことにより，一定の規制の下，いわば“点”
として保存・活用を図ることを中心に展開してきました。

一方，我が国には有形・無形の優れた文化財が各地に数多く存在しており，それらにス
トーリー（物語）性などの付加価値を付けつつ魅力を発信する体制を整備するとともに，文
化財を核に当該地域（周辺部も含めて）の産業振興・観光振興や人材育成等とも連動して一
体的なまちづくり政策を進めることが，地域住民のアイデンティティの再確認や地域のブラ
ンド化等にも貢献し，ひいては地方創生に大いに資するものとなります。

各地方公共団体においては，上記のような効果を念頭に文化財を積極的に活用した取組を
行っていくことが望まれます。国においては，そうした意欲的な地方公共団体を後押しする
施策の実施が必要です。

創造都市ネットワーク日本	自治体サミット宣言の様子
「創造都市ネットワーク日本」ホームページより
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そのための有効な方策として，我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産（Japan 
Heritage）」として認定し，ストーリーを語る上で不可欠な魅力ある有形・無形の文化財群
を総合的に活用する取組を支援する事業を平成27年度に創設しました。27年度は18件を認
定し，支援を実施しているところです（図表 1-1-6）。

	図表 1-1-6 	 平成27年度「日本遺産（Japan	Heritage）」認定一覧

No 都道府県 申請者（◎は代表自治体） ストーリーのタイトル

1 茨城県・栃木県・
岡山県・大分県

◎水戸市（茨城県）・足利市（栃木県）・備
前市（岡山県）・日田市（大分県） 近世日本の教育遺産群　―学ぶ心・礼節の本源―

2 群馬県 ◎群馬県
（桐生市，甘楽町，中之条町，片品村） かかあ天下―ぐんまの絹物語―

3 富山県 高岡市 加賀前田家ゆかりの町民文化が花咲くまち高岡　―人，技，心―

4 石川県
◎石川県
（七尾市，輪島市，珠洲市，志賀町，穴水町，
能登町）

灯（あか）り舞う半島　能登　～熱狂のキリコ祭り～

5 福井県 ◎福井県
（小浜市，若狭町）

海と都をつなぐ若狭の往来文化遺産群
～御食国（みけつくに）若狭と鯖街道～

6 岐阜県 岐阜市 「信長公のおもてなし」が息づく戦国城下町・岐阜

7 三重県 明和町 祈る皇女斎王のみやこ　斎宮

8 滋賀県
◎滋賀県
（大津市，彦根市，近江八幡市，高島市，東
近江市，米原市）

琵琶湖とその水辺景観―祈りと暮らしの水遺産

9 京都府
◎京都府
（宇治市，城陽市，八幡市，京田辺市，木津
川市，宇治田原町，和束町，南山城村）

日本茶800年の歴史散歩

10 兵庫県 篠山市 丹波篠山　デカンショ節　―民謡に乗せて歌い継ぐふるさとの記憶
11 奈良県 ◎明日香村・橿原市・高取町 「日本国創成のとき―飛鳥を翔（かけ）た女性たち―」

12 鳥取県 三朝町 六根清浄と六感治癒の地
～日本一危ない国宝鑑賞と世界屈指のラドン泉～

13 島根県 津和野町 津和野今昔～百景図を歩く～

14 広島県 尾道市 尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市

15 愛媛県・高知県・
徳島県・香川県

◎愛媛県・高知県・徳島県・香川県
（各県内57市町村） 「四国遍路」～回遊型巡礼路と独自の巡礼文化～

16 福岡県 太宰府市 古代日本の「西の都」～東アジアとの交流拠点～

17 長崎県 ◎長崎県
（対馬市，壱岐市，五島市，新上五島町） 国境の島　壱岐・対馬　～古代からの架け橋～

18 熊本県
◎人吉市・錦町・あさぎり町・多良木町・
湯前町・水上村・相良村・五木村・山江村・
球磨村

相良700年が生んだ保守と進取の文化
～日本でもっとも豊かな隠れ里―人吉球磨	～

3 ユネスコ世界文化遺産の保存・活用
ユネスコ世界文化遺産への登録は，貴重な文化財を次世代に継承するとともに，地域活性

化にも資するものとして大変有意義です。例えば「富岡製糸場と絹産業遺産群」は，平成
26年 6 月末のユネスコ世界遺産委員会において正式に世界文化遺産として登録されたこと
により，各資産を訪れる観光客数が前年に比べて飛躍的に増加しました。（富岡製糸場では，
26年度一年間で約134万人と，25年度一年間（31万人）の 4 倍以上の来場者を記録してい
ます。）このことは，文化財が地域の活性化に貢献している好例と言えますが，このような
世界文化遺産登録を受けた観光振興・地域振興への効果を一過性のもので終わらせるのでは
なく，今後も中長期的に継続させていくことが重要です。

このため，平成27年度から，世界文化遺産に登録された地域の活性化を図るため，情報
発信・普及・保護活動等を支援する「文化遺産を活

い

かした地域活性化事業（世界文化遺産活
性化事業）」を新規に実施することとしています。

4 ユネスコ無形文化遺産の保存・活用
ユネスコ無形文化遺産への登録も，文化財の継承と地域活性化に大きな役割を果たしてい
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ます。平成25年12月の「和食；日本人の伝統的な食文化」に続き，26年11月には，ユネス
コ無形文化遺産保護条約政府間委員会において「和紙：日本の手漉

すき

和紙技術」がユネスコ無
形文化遺産に登録されました。
「和食」の登録後，関連する農林水産物・食品の輸出が，2 年連続で過去最高を記録する

など増加しています。また，「和紙」の登録後には，石州半紙，本美濃紙，細川紙の各産地
を訪れ，和紙の展示施設を見学したり，手漉

すき

和紙体験を楽しんだりする観光客が増えていま
す。

文化庁では，無形文化遺産を次世代に継承するため，体験活動等を通じた継承の取組を支
援するとともに，文化遺産を活

い

かした地域活性化の取組に対する支援を行っています。例え
ば，本美濃紙の産地である岐阜県美濃市では，文化庁の「文化遺産を活

い

かした地域活性化事
業」も活用し，「美濃和紙あかりアート展」を毎年開催しており，平成26年には 2 日間で 8
万人の来場者がありました。

5 東アジア文化都市の推進
（1）東アジア文化都市の概要・背景

「東アジア文化都市」は，日中韓文化大臣会合＊4での合意に基づき，日中韓 3 か国におい
て文化芸術による発展を目指す都市を選定し，その都市において現代の芸術文化や伝統文
化，また多彩な生活文化に関連する様々な文化芸術イベント等を実施するものです。2012

（平成24）年に中国上海市で開催された第 4 回日中韓文化大臣会合において，「東アジア文
化都市」構想が正式に立ち上がり，2014（平成26）年から始まりました。東アジア域内の
相互理解・連帯感の形成を促進するとともに，東アジアの多様な文化の国際発信力の強化を
図ることを目指します。

また，東アジア文化都市に選定された都市がその文化的特徴を生かして，文化芸術・クリ
エイティブ産業・観光の振興を推進することにより，事業実施を契機として継続的に発展す
ることも目的としています。

（2）東アジア文化都市の実績
①2014年東アジア文化都市

2013（平成25）年に韓国光州広域市で開催された第 5 回日中韓文化大臣会合において，
日本は横浜市，中国は泉州市，韓国は光州広域市が2014年東アジア文化都市に決定されま
した。

横浜市は，2014（平成26）年 2 月のオープニング式典を皮切りに，泉州市，光州広域市
とともに，東アジア文化都市として 1 年間にわたり，舞台芸術・音楽等の公演，展覧会，青
少年交流事業等，多くの文化芸術イベントを開催してきました。これらを通じ，3 か国の芸
術家，市民など様々な人々の間で活発な交流が行われ，日中韓における相互理解の一層の進
展に大きな成果を残しました。

＊4 参照：第 2 部第 9 章第 7 節1（1）

	 第1部	 特集

16　文部科学白書2014



横浜市における主な事業
開催日 事業名 主催・共催

2月25日
東アジア文化都市2014横浜オープニング式典＆コンサート
日本からの主な出演者：でんぱ組.inc
（「東アジア文化都市2014横浜」広報親善大使）

主催：文化庁，横浜市
共催：	2014年東アジア文化都市実行委員会

7月29日～8月 2日 青少年文化交流事業
※泉州市，光州広域市でも別途実施。 主催：	2014年東アジア文化都市実行委員会

9月 4日 日中韓芸術祭2014～ダンスで交信～
日本からの主な出演者：コンドルズ，山海塾

主催：文化庁，横浜市
共催：	2014年東アジア文化都市実行委員会

11月15日～17日 Arts	for	Children
～日中韓文化芸術教育フォーラム2014～

主催：文化庁
共催：	横浜市，東アジア文化都市実行委員会

11月17日
東アジア文化都市2014横浜クロージング式典＆イベント
日本からの主な出演者：AUN，中村蓉，福田廉之助，特別編成
ウィンドオーケストラ

主催：	横浜市，2014年東アジア文化都市	
実行委員会

共催：文化庁

日中韓芸術祭2014～ダンスで交信～ Arts	for	Children
～日中韓文化芸術教育フォーラム2014～　演劇ワークショップ

②2015年東アジア文化都市
2014（平成26）年に横浜市で開催された第 6 回日中韓文化大臣会合において，日本は新

潟市，中国は青島市，韓国は清州市が2015年東アジア文化都市に決定されました。新潟市
では2015（平成27）年 2 月に，青島市，清州市では同年 3 月に開幕し，約 1 年間にわたり，
それぞれの地域性を生かした様々な文化行事が行われます。
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